
 

【重点課題１－４（医療介護連携等の推進／医療・介護の円滑な連携の推進）－②】 

維持期リハビリテーションの評価 

骨子【重点課題１－４－(4)】 

第１ 基本的な考え方 

 

要介護被保険者等に対する維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテ

ーションについて、医療と介護の役割分担の観点から、介護サービスに

おけるリハビリテーションへのさらなる移行を推進する必要があること

から、評価の適正化を行った上で、経過措置を延長する等、必要な見直

しを行う。なお、平成 28 年度改定時においても、介護サービスにおける

リハビリテーションの充実状況等を引き続き確認する。 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．要介護被保険者等について、標準的算定日数を超えており、状態の改

善が期待できると医学的に判断されない場合の脳血管疾患等リハビリテ

ーション及び運動器リハビリテーションの評価を見直す。 

 

現 行 改定案 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】（１単位につき） 

要介護被保険者等であって標準

的算定日数を超えており、状態の

改善が期待できると医学的に判断

されない場合においては、下記の

点数を算定する。 

１ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅰ) 

イ 廃用症候群以外の場合 221点 

２ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅱ) 

 イ 廃用症候群以外の場合 180点 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】（１単位につき） 

要介護被保険者等であって標準

的算定日数を超えており、状態の

改善が期待できると医学的に判断

されない場合においては、下記の

点数を算定する。 

１ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅰ) 

イ 廃用症候群以外の場合 221点 

２ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅱ) 

 イ 廃用症候群以外の場合 180点 
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３ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅲ) 

イ 廃用症候群以外の場合  90点 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅲ) 

 イ 廃用症候群以外の場合  90点 

 

過去１年間に介護保険における

通所リハビリテーション又は介護

予防通所リハビリテーションを実

施した実績のない医療機関が、入

院中の患者以外の者に対して実施

する場合は、所定点数の100分の90

に相当する点数により算定する。 

 

※ 廃用症候群の場合の見直しにつ

いては後述 

※ 運動器リハビリテーション料に

ついても同様の見直しを行う。 

 

 

２．現在、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学

的に判断されない場合においても、１月に 13 単位に限り疾患別リハビ

リテーションを算定できることとなっている。現行、要介護被保険者等

に対する維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテーションについては、

原則として平成 25 年度までとされているが、この経過措置を平成 27 年

度までに限り延長する。ただし、要介護被保険者等であって、入院中の

患者については、経過措置の対象患者から除く。 

 

現 行 改定案 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】注４ 

発症、手術又は急性増悪から180

日を超えてリハビリテーションを

行った場合は、１月13単位に限

り、算定できるものとする。ただ

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】注４ 

発症、手術又は急性増悪から180

日を超えてリハビリテーションを

行った場合は、１月13単位に限

り、算定できるものとする。ただ
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し、要介護被保険者等については

原則として平成26年４月１日以降

は対象とはならないものとする。 

 

 

 

 

し、要介護被保険者等であって、

入院中の患者以外の者について

は、原則として平成28年４月１日

以降は対象とはならないものとす

る。 

 

※ 運動器リハビリテーション料に

ついても同様の見直しを行う。 

 

 

３．維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテーションを受けている入

院患者以外の要介護被保険者等について、医療保険から介護保険への

移行を促進させるため、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等との

連携により、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行した

場合の評価を行う。 

 

(新)  介護保険リハビリテーション移行支援料   500 点 

（患者 1 人につき 1 回限り） 

 

[算定要件] 

入院患者以外の要介護被保険者等について、医療保険における維持期のリ

ハビリテーションから介護保険のリハビリテーションに移行した場合に算

定する。 
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【Ⅰ－５（充実が求められる分野／リハビリテーションの推進）－③】 

廃用症候群に対するリハビリテーションを含む 

疾患別リハビリテーション等の適切な評価 

骨子【Ⅰ－５－(2)】 

第１ 基本的な考え方 

 

廃用症候群に対するリハビリテーションを適正化の観点から見直しを

行い、併せて疾患別リハビリテーション等の評価を見直す。 

 

第２ 具体的な内容 

 

  １．廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化するとともに、

対象患者から他の疾患別リハビリテーション等の対象患者を除く。 

 

現 行 改定案 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】（１単位につき） 

イ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）  

（2）廃用症候群の場合   235点 

ロ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅱ） 

（2）廃用症候群の場合   190点 

ハ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅲ） 

（2）廃用症候群の場合   100点 

 

注４ 

イ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）  

（2）廃用症候群の場合   212点 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】（１単位につき） 

イ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）  

（2）廃用症候群の場合 180点(改) 

ロ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅱ） 

（2）廃用症候群の場合 146点(改) 

ハ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅲ） 

（2）廃用症候群の場合   77 点(改) 

 

注４ 

イ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）  

（2）廃用症候群の場合 162点(改) 
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ロ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅱ） 

（2）廃用症候群の場合   171点 

ハ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅲ） 

（2）廃用症候群の場合    90点 

 

［対象者］ 

外科手術又は肺炎等の治療時の

安静による廃用症候群その他のリ

ハビリテーションを要する状態の

患者であって、一定程度以上の基

本動作能力、応用動作能力、言語

聴覚能力及び日常生活能力の低下

を来しているもの 

 

 

 

ロ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅱ） 

（2）廃用症候群の場合 131点(改) 

ハ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料（Ⅲ） 

（2）廃用症候群の場合   69点(改) 

 

［対象者］ 

外科手術又は肺炎等の治療時の

安静による廃用症候群その他のリ

ハビリテーションを要する状態の

患者であって、一定程度以上の基

本動作能力、応用動作能力、言語

聴覚能力及び日常生活能力の低下

を来しているもの（心大血管疾患

リハビリテーション料、運動器リ

ハビリテーション料、呼吸器リハ

ビリテーション料、障害児（者）

リハビリテーション料、がん患者

リハビリテーション料の対象とな

る患者を除く。） 

 

 

 ２．疾患別リハビリテーション等の評価を充実する。 

 

現 行 改定案 

【心大血管疾患リハビリテーション

料】（１単位につき） 

１ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）        200点 

２ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料（Ⅱ）        100点 

 

【心大血管疾患リハビリテーション料】

（１単位につき） 

１ 心大血管疾患リハビリテーション

料（Ⅰ）       205点(改) 

２ 心大血管疾患リハビリテーション

料（Ⅱ）       105点(改) 
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【運動器リハビリテーション料】

（１単位につき） 

１ 運動器リハビリテーション料

（Ⅰ）          175点 

２ 運動器リハビリテーション料

（Ⅱ）          165点 

３ 運動器リハビリテーション料

（Ⅲ）           80点 

 

注５ 

イ 運動器リハビリテーション料

（Ⅰ）          158点 

ロ 運動器リハビリテーション料

（Ⅱ）          149点 

ハ 運動器リハビリテーション料

（Ⅲ）           80点 

 

【呼吸器リハビリテーション料】

（１単位につき） 

１ 呼吸器リハビリテーション料

（Ⅰ）          170点 

２ 呼吸器リハビリテーション料

（Ⅱ）           80点 

 

【障害児(者）リハビリテーション

料】（１単位につき） 

１ ６歳未満の患者の場合  220点 

２ ６歳以上18歳未満の患者の場合 

190点 

３ 18歳以上の患者の場合    150点 

 

【がん患者リハビリテーション料】

（１単位につき）      200点 

【運動器リハビリテーション料】 

（１単位につき） 

１ 運動器リハビリテーション料

（Ⅰ）        180点(改) 

２ 運動器リハビリテーション料

（Ⅱ）        170点(改) 

３ 運動器リハビリテーション料

（Ⅲ）          85点(改) 

 

注５ 

イ 運動器リハビリテーション料

（Ⅰ）        163点(改) 

ロ 運動器リハビリテーション料

（Ⅱ）        154点(改) 

ハ 運動器リハビリテーション料

（Ⅲ）          85点(改) 

 

【呼吸器リハビリテーション料】 

（１単位につき） 

１ 呼吸器リハビリテーション料

（Ⅰ）        175点(改) 

２ 呼吸器リハビリテーション料

（Ⅱ）         85点(改) 

 

【障害児(者）リハビリテーション

料】（１単位につき） 

１ ６歳未満の患者の場合 225点(改) 

２ ６歳以上18歳未満の患者の場合 

195点(改) 

３ 18歳以上の患者の場合 155点(改) 

 

【がん患者リハビリテーション料】 

（１単位につき）    205 点(改) 
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